
   

 

 
 
 
 

令和５年 ８月１６日 ０時０分 
資料配布 近畿地方整備局  

福井河川国道事務所 
滋賀国道事務所 

台風７号の影響による国道８号及び国道１６１号 

事前通行規制区間等の通行止めについて（予告） 

■管内の状況、雨量状況について 
●道路情報提供システム      <http://road.kkr.mlit.go.jp/road/> 
●福井河川国道事務所Ｔｗｉｔｔｅｒ<https://twitter.com/mlit_fukui> 
●福井河川国道事務所ホームページ （雨量情報） 

< http://www.fukui.kkr.mlit.go.jp/douro/jouhou/ury_details.html> 
 

■ 台風７号の接近に伴い、国道８号及び国道１６１号の下記区間において大雨が降っております。

８月１６日０時０分の連続雨量が、一般国道８号（福井県敦賀市疋田
ひ き だ

～滋賀県長浜市塩津
し お つ

）にお

いては、１２５ｍｍに達しており、このまま雨が降り続き連続雨量が１８０ｍｍに達した場合は

通行止めとなります。また、一般国道１６１号（福井県敦賀市疋田
ひ き だ

～滋賀県高島市野口
の ぐ ち

）において

も、１６５ｍｍに達しており、２１０ｍｍに達した場合通行止めとなりますので事前にお知らせ

します。 
■ なお、規制雨量に達しない場合でも、現地の状況によっては、危険と判断し通行止めを実施する

可能性があります。 
■ 通行止めを実施する場合は別途お知らせします。ドライバーの方々におかれましては、お出かけ

前に道路情報を確認していただくとともに、不要不急の外出は控えていただくよう、ご理解とご

協力をお願いします。 

＜取扱い＞― 

＜配布場所＞  福井県政記者クラブ,  滋賀県政記者クラブ,  近畿建設記者クラブ,  大手前記者クラブ 

＜問合せ先＞ 
 近畿地方整備局 福井河川国道事務所  ＴＥＬ ０７７６－３５－２６６１（代表） 

副所長（管理） 大 西 健 一（おおにし けんいち）（内線２０６） 
道路管理課長  笹 嶋 和 彦（ささじま かずひこ）（内線４３１） 

 近畿地方整備局 滋賀国道事務所  ＴＥＬ ０７７－５２３－１７４１（代表） 
副所長（管理） 南     良  和（みなみ よしかず）（内線２０５） 
道路管理課長  江  原  正  信（えはら まさのぶ）（内線４４１） 



国道 ８号 通行規制 ①敦賀市疋田交差点～長浜市塩津交差点

国道１６１号 通行規制 ②敦賀市疋田交差点～高島市野口交差点

国土交通省
福井河川国道事務所
滋賀国道事務所

Ｎ

ひきだ

ひきだ しおつ

のぐち

484.4kp 滋賀県長浜市塩津交差点

今回規制区間①
規制延長 L=13.1km

しおつ

471.2kp 福井県敦賀市疋田交差点
ひきだ

19.1kp 滋賀県高島市野口交差点

6.3kp 福井県敦賀市疋田交差点

今回規制区間②
規制延長 L=12.9km

のぐち

ひきだ


